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部改正について
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貿 易 経 済 協 力 局
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「輸出許可・役務取引許可申請書に伴う添付書類等について（お知らせ）」（平成６年３月

２５日付け）の一部を下記のように改正し、平成１６年１月２０日から実施する。

記

１の（２）の①中「及び大韓民国」を削る。
１の（３）中「別表１の２に掲げる地域以外の地域を仕向地」の次に「又は提供地」を加え

、「輸出令別表第１の３の２の項の中欄に掲げる貨物の輸出」の次に「又は外為令別表の３の

２の項の中欄に掲げる技術の提供を目的とする取引」を加える。
１の（５）の②中「、大韓民国」を削る。

１の（５）の③中「及び大韓民国」を削る。
１の（５）の③の（ａ）を次のように改める。

（ａ）添付書類等は、次の表に従い作成してください。

添 付 書 類

① 貨物・技術の概要及び特性 （様式１参照）

パラメータシート等

当該貨物の形状、寸法、材質及び性能その他の特性を示す諸要素を証する
② に足りる書類。具体的には、パラメータシート又は輸出令別表第１若しくは

外為令別表の規定との対照表（パラメータシートがある場合は、原則として

これを用いること。）

③ カタログ又は仕様書等の技術資料

④ 通常兵器通達の別記２に従った書類及び別記３の誓約書

以上の書類を１通作成してください。
なお、貨物等省令第７条第１号ハのうち貨物等省令第８条第９号に該当する貨物の

有する機能と同等の機能を有するものに該当する貨物若しくは貨物等省令第８条第９

号に該当する貨物の輸出又は貨物等省令第２０条第２項第９号のうち、貨物等省令第
８条第９号に該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するプログラム若しくは貨

物等省令第２１条第１項第９号のうち貨物等省令第８条第９号に該当する貨物の機能
を実現するためのプログラムの提供を目的とする取引については、④に掲げる通常兵

器通達の別記の３の誓約書の提出を要しない場合があります。

また、貨物等省令第７条第３号ハ又はホに該当する貨物の輸出については、通常兵
器通達の別記３の１又は２に規定する誓約事項に代え、他の誓約事項を盛り込んだ誓

約書の提出を求める場合があります。


